
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会　調査研究課

公務災害の現況（令和５年度認定分）及び
アドバイザー（専門家）の派遣事業について

第１　はじめに

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会（以下、「当協会」という。）では、地方公

務員の安全と健康の確保、公務災害の未然防止及び快適な職場環境の形成の促進を図

るため、冊子・映像教材の作成や研修会の開催など、様々な事業を実施しています。

今回は、調査研究課が担当している「公務災害の現況」、「職場環境改善アドバイザー

派遣事業」、「作業環境測定士派遣事業」及び「公務災害防止対策アドバイザー派遣事業」

をご紹介します。各派遣事業は、いずれも地方公務員災害補償基金（以下、「基金」と

いう。）の助成事業として実施しているため、お申込みいただいた地方公共団体の費用

負担はありません。目的に合ったアドバイザー（専門家）をご活用いただければ幸い

です。

○職場環境改善アドバイザー派遣

安全管理士などの専門家が、職場や作業場などを実際に見て歩きながら職場環境

を診断し、問題点を見つけて改善に向けたアドバイスを行います。事業場が行う職

場巡視に合わせて派遣することも可能です。

○作業環境測定士派遣

作業環境測定士が、労働安全衛生法（作業環境測定基準・作業環境評価基準）に定

める方法により室内空気中の化学物質濃度や騒音などを測定・評価し、改善に向け

たアドバイスを行います。法令で義務付けられた測定とすることはできませんが、

同等の測定結果報告書を作成します。

○公務災害防止対策アドバイザー派遣

労働安全コンサルタントなどの専門家が、過去に重大な公務災害が発生している、

または発生が危惧される事業場の実際の現場や状況を確認し、公務災害を防ぐため

のアドバイスを行います。当該事業場の職員研修（講義・グループワーク）としても

活用可能です。
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第２　公務災害の現況（令和５年度認定分）について

基金が公務災害（通勤災害を除く）として認定した件数をみると、新型コロナウイル

ス感染症の拡大に伴い様々な活動自粛のあった令和２年度を除き、平成28年度から増

加傾向にあり、令和５年度は前年度に比べ1,313件（4.4％）増えて30,975件となってい

ます（図１）。年間の公務災害認定件数が３万件を超えるのは、昭和62年度（31,493件）

以来36年ぶりとなります。

また、「職員千人当たりの公務災害認定件数（千人率）」をみると、平成７年度以降、

増減はあるものの緩やかな増加傾向にあり、令和５年度は11.05件で前年度に比べ0.48

件（4.5％）増加しています（図１）。

※�この調査での千人率、10万人率の算出基礎となる職員数は、「地方公務員給与の実態（総務省調）」
及び「地方公共団体定員管理調査結果（総務省調）」によるものであり、一般地方独立行政法人（非
公務員型）の職員数が含まれていません。公務災害認定件数には、一般地方独立行政法人職員の
災害が含まれているため、実際の千人率及び10万人率と異なります。
※図表は当協会が作成した冊子「公務災害の現況」（令和５年度認定分）から引用。
※�各図表中における構成比の数値は、単位未満を四捨五入しているため合計が100％にならない場
合があります。

図１　公務災害認定件数・千人率の推移� （単位：件）
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基金による９職種別の職員区分（基金定款別表第２の職員区分による）のうち、事務

職などを含む「その他の職員」を除いた公務災害認定件数上位５区分の千人率は「警察

職員」が21.31件と最も高く、次いで「清掃事業職員」の20.33件、「義務教育学校職員以

外の教育職員」の10.16件などの順になっています（表１）。

前年度と比較すると、「警察職員」、「義務教育学校職員以外の教育職員」、「義務教

育学校職員」は増加し、「清掃事業職員」、「消防職員」は減少しています。（図２）。

表１　主な職員区分別公務災害認定件数及び千人率

主な職員区分 対象職員数（人） 公務災害認定件数（件） 千人率（件）
警 察 職 員 287,904 6,136 21.31
清 掃 事 業 職 員 39,646 806 20.33
義務教育学校職員以外の教育職員 336,430 3,417 10.16
義 務 教 育 学 校 職 員 729,633 6,986 9.57
消 防 職 員 163,802 1,239 7.56
※千人率の基礎となる職員数は、総務省「地方公共団体定員管理調査結果」による。

図２　主な職員区分別公務災害千人率の推移
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傷病区分別にみると、「負傷」が28,294件で全体の91.3％と最も多く、次いで「その

他の疾病」の2,064件（6.7％）、「公務上の負傷による疾病」の615件（2.0％）の順となっ

ています。

最も多い「負傷」を、「その他の職員」を除く職員区分別でみると、「義務教育学校職員」

が6,719件で負傷全体の23.7％と最も多く、次いで「警察職員」の5,913件（20.9％）、「義

務教育学校職員以外の教育職員」の3,216件（11.4％）などの順となっています（表２）。

第３　職場環境改善アドバイザー派遣事業について

この事業では、地方公共団体における快適な職場環境の形成を支援するため、知識・

経験の豊富な安全管理士や衛生管理士などの専門家が、設備・工程や作業方法の安全

性の診断はもちろんのこと、労働安全衛生法などの法令に適合した取組状況等を診断

します。それぞれの職場の現況に合わせて具体的なアドバイスが受けられ、個別の質

問もお受けします。なお、全国の地方公共団体に広くご利用いただけるよう、同一年

度中の利用は１団体につき１プランとさせていただいています。

１　派遣対象事業場

地方公共団体の職員が直接運営する施設等（地方公務員災害補償法が適用となる

職員が常時勤務している事業所）であれば全て対象となります。

○施設等の例

清掃センター、浄水場、下水処理場、給食センター、保育園・幼稚園、検査所、

研究所、市役所庁舎（執務室）等。

表２　傷病区分別職員区分別公務災害認定件数� （件）
義　務
教　育
学　校
職　員

義務教育
学校職員
以 外 の
教育職員

警　察
職　員

消　防
職　員

電 気・
ガ ス・
水道事業
職 員

運　輸
事　業
職　員

清　掃
事　業
職　員

船　員 その他
の職員 合 　 計

負 傷 6,719 3,216 5,913 1,041 292 145 703 18 10,247 28,294

公務上の負傷による疾病 151 73 58 39 11 4 46 - 233 615

そ の 他 の 疾 病 116 128 165 158 18 8 57 3 1,411 2,064

そ の 他 の 死 亡 - - - 1 - - - - 1 2

合 計 6,986 3,417 6,136 1,239 321 157 806 21 11,892 30,975

75災害補償　令和７年10月秋号

 公務災害防止事業の最前線



２　診断内容

診断箇所に応じて最大２日間のプランを選択することができます。診断と併せて

労働安全衛生に関する研修（50名未満対象）を実施するプランもあります（参考１）。

Ａプラン 比較的小規模な事業場（１か所）向け 【所要 0.5 日】

半日（概ね３時間程度、以下同じ）で職場診断と講評を行います。

Ｂプラン 比較的小規模な事業場（２か所）向け 【所要１日】

１日（概ね６時間程度、以下同じ）で職場診断と講評を行います。（＝Ａプラン×２回）

Ｃプラン 比較的小規模な事業場（４か所）向け 【所要２日】

連続する２日間で職場診断と講評を行います。（＝Ｂプラン×２回）

Ｄプラン 比較的大規模な事業場（１か所）向け 【所要１日】

１日で職場診断と講評を行います。

Ｅプラン 比較的大規模な事業場（２か所）向け 【所要２日】

連続する２日間で職場診断と講評を行います。（＝Ｄプラン×２回）

Ｆプラン 比較的小規模な事業場（２か所）＋比較的大規模な事業場（１か所） 【所要２日】

連続する２日間で職場診断と講評を行います。（＝Ｂプラン＋Ｄプラン）

Ｇプラン 職場診断（0.5 日）と研修 【所要１日】

半日で職場診断を行い、安全衛生に関する研修（50 名未満対象）を行います。

Ｈプラン 職場診断（1.5 日）と研修 【所要２日】

連続する２日間で職場診断と安全衛生に関する研修（50 名未満対象）を行います。

※小規模…保育園（調理場含む）、公民館など、巡視に概ね２時間程度を要する施設等。

※大規模…浄水場、清掃センターなど、巡視に概ね４時間程度を要する施設等。

参考１　職場環境改善アドバイザー派遣プラン

３　職場環境改善アドバイザー派遣実績

令和６年度は36団体、54事業場に派遣しました。平成８年度の事業開始以来、令

和６年度までに延べ723団体、1,329事業場にご利用いただいています。直近10年間
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（平成27～令和６年度）の都道府県別利用団体数では、大阪府の34団体が最も多く、

次いで新潟県（33団体）、神奈川県（27団体）などの順になっています（表３）。

表３　直近10年間（平成27～令和６年度）の利用団体都道府県別内訳
都
道
府
県
市 区 町 村 組

合
そ
の
他

合計
都
道
府
県
市 区 町 村 組

合
そ
の
他

合計

北
海
道
・
東
北

北 海 道 - 14 - - 1 1 - 16

41 近
畿

三 重 県 2 - - - - 3 - 5

74

青 森 県 - - - - - 2 - 2 滋 賀 県 - 2 - - - 1 - 3

岩 手 県 4 7 - - - - - 11 京 都 府 1 12 - - - - - 13

宮 城 県 2 1 - 1 - - - 4 大 阪 府 - 22 - - - 12 - 34

秋 田 県 - - - - - - - - 兵 庫 県 - 13 - - - - - 13

山 形 県 1 - - - - 4 - 5 奈 良 県 1 2 - - - - - 3

福 島 県 - 1 - 1 - 1 - 3 和歌山県 2 - - 1 - - - 3

関
東
甲
信
越

茨 城 県 - 2 - - - 2 - 4

105

中
国

鳥 取 県 7 3 - - - 1 - 11

31

栃 木 県 - - - - - - - - 島 根 県 - - - - - - - -

群 馬 県 - 5 - 1 - - - 6 岡 山 県 1 2 - 1 - - - 4

埼 玉 県 - 10 - - - 1 - 11 広 島 県 2 8 - 1 - - - 11

千 葉 県 1 3 - - - 1 - 5 山 口 県 - 3 - - - - 2 5

東 京 都 2 6 8 - - - - 16

四
国

徳 島 県 - 6 - - - - - 6

10
神奈川県 - 23 - 3 - 1 - 27 香 川 県 - - - 1 - 3 - 4

新 潟 県 9 24 - - - - - 33 愛 媛 県 - - - - - - - -

山 梨 県 - - - - - - - - 高 知 県 - - - - - - - -

長 野 県 - 1 - - 2 - - 3

九
州
・
沖
縄

福 岡 県 - 2 - - - - - 2

33

北
陸

富 山 県 1 - - - - - - 1

6

佐 賀 県 1 - - - - - - 1

石 川 県 - 1 - - - - - 1 長 崎 県 - 4 - 2 - - - 6

福 井 県 - 1 - - - 3 - 4 熊 本 県 - - - 1 - - - 1

中
部

岐 阜 県 2 7 - 1 - - - 10

29

大 分 県 5 11 - - - - - 16

静 岡 県 1 5 - - - - - 6 宮 崎 県 1 2 - - - - - 3

愛 知 県 - 13 - - - - - 13 鹿児島県 - 1 - - - - - 1

沖 縄 県 - 1 - - 2 - - 3

合計 46 218 8 14 5 36 2 329
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直近10年間（平成27～令和６年度）の実施事業場内訳をみると「その他」を除くと「事

務」が118か所で最も多く、次いで、「清掃」が75か所、「保育園・幼稚園」68か所、「学

校給食調理」50か所などとなっています（表４）。

表４　直近10年間の実施事業場内訳� （件）

年度
事業場

平成
27

平成
28

平成
29

平成
30

令和
元

令和
2

令和
3

令和
4

令和
5

令和
6 合計

学 校 給 食 調 理 7 11 5 4 5 1 2 4 6 5 50

事 務 13 16 19 18 8 3 8 5 15 13 118

清 掃 13 17 15 8 3 2 3 3 2 9 75

保育園・幼稚園園 11 2 14 6 7 3 5 7 10 3 68

消 防 11 1 1 3 1 3 5 - - 4 33

上 下 水 道 8 3 5 8 4 2 3 8 4 2 43

試 験 研 究 機 関 3 6 8 3 3 2 1 8 5 8 47

病 院 - - 1 - - - - - - - 1

そ の 他 ※ 8 17 15 13 15 3 7 8 6 10 102

合 計 74 73 83 63 46 19 34 43 48 54 537

※その他：交通・ガス・福祉・牧場・電気・公共施設・土木など

４　職場環境改善アドバイザー派遣事業の流れ

⑴　お申し込みから実施前日まで

お問い合わせ

•事前にお電話で希望プランとその内容、実施希望時期など
をお聞きします。

•詳細が決まっていない場合でもご相談をお受けします。

派遣要請書

提出

•実施希望日の概ね１か月半前までに「派遣要請書」を提出
いただき、派遣するアドバイザーを調整します。

派遣決定

（通知送付）

•当日の集合場所や時間など詳細を確認した上で、当協会から
実施決定通知をお送りします。

•地方公共団体には通知に記載の実施準備を進めていただきま
す。

事前資料

提出

•実施日の２週間前までに「事前資料」（別記参照）をアド
バイザーと当協会あてに１部ずつ郵送していただきます。

※資料を事前にお送りいただくことで当該事業場の現況を予め確

認し、より適切なアドバイスができます。
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職場環境改善アドバイザー派遣事業の事前資料一覧
（※未作成のものは提出する必要はありません。）

①現年度及び過去３年分の公務災害発生状況

（発生年月、傷病名、被災者の年代、休業の有無、休業期間、発生要因等）

②安全衛生に対する基本方針

③安全衛生管理計画

④安全衛生管理体制（例規等。事業場における事務分担表に安全衛生に係る役

割が明記されたものでも可）

⑤安全衛生教育の実施状況（種別・対象者・内容・時間・指導者等）

⑥事業場の概要（平面図、案内パンフレット等）

⑦当日のスケジュール

⑧診断経路及びその留意点

⑨当日立会者の名簿（氏名・役職等）

⑩主要取扱機械設備、原材料等

⑪使用する化学物質等の一覧（SDS の更新日の記載があるもの）

⑫作業手順書の例（業務内容がわかる資料）

⑵　実施当日

職場診断と研修（Gプラン、Hプラン）の例

（※Ａ～Ｆプランはここまでとなります。）

集合

•基本的にはアドバイザー１名、当協会の担当者１名で伺います。

•最寄駅等からの送迎をお願いする場合があります。

ヒアリング
（30分）

•診断前にアドバイザーが事前資料を基に、安全管理体制、安全
管理計画の策定、公務災害の発生状況などの聞き取りを行います。

巡視

•担当者の話を聞きながら、事前に決定した経路に沿ってチェッ
クを進めます。同時に現場の問題点の指摘、改善方法のアドバイ
スなどを行います。診断内容の記録、写真撮影は地方公共団体の
職員にお願いします。

講評

（30分）

•事業場を一通り巡り診断した後は、現場の写真を見ながら、ア
ドバイザーが問題点と改善点を改めて説明し、質疑応答の中でよ
り良い改善策を探っていきます。
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準備

研修

•研修資料は実施日の５日前までにデータまたは紙でお送りします。
参加者に配布する場合は人数分をご用意ください。

•パソコン、プロジェクター等をご準備ください。

•出席者50名未満、３時間以内の労働安全衛生に関する研修を実施
します。

研修テーマ例

・職場における 5Ｓ活動の進め方について

・危険予知訓練（ＫＹＴ）について

・ヒヤリ・ハットの取り組みについて

・リスクアセスメントについて

・公務災害防止のためのポイントについて

・安全衛生の基本と更なる向上に向けて

・安全衛生委員会の概要及び進め方

・腰痛対策について

・調理場内で想定される事故に対する安全対策について

・化学物質取り扱い（安全作業、リスク評価など）について

・放射線物質・劇毒物などの適正な取り扱い方について

⑶　実施後

報告書送付

•１か月半後を目途に事業場ごとに作成した「安全衛生診断結
果報告書」を送付します。

•指摘事項などを確認してください。

診断例

・棚やロッカーに転倒防止措置が施されていません。壁面に固

定したり、隣接する棚どうしを連結するなど、転倒防止措置を

講じましょう。（指摘事項）

・机の下に書類が置かれ、地震の際に身体を隠すことができま

せん。整理・整頓を行い、身体を隠せるスペースを確保してく

ださい。（指摘事項）

・容器に内容物が記載されていません。中身がわかるよう表示

してください。（推奨事項）

・プラグとコンセントの間に隙間があります。埃が溜まるとト

ラッキング現象により火災が起きる可能性があるため、隙間

なく差し込み、埃が溜まらないよう定期的に掃除をしましょ

う。（推奨事項）

・遠くから見ても消火器がどこにあるか分かりやすいよう、高

い位置に立体的に標示をしています。（好事例）
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※改善または検討すべき事項については、他の事業場での同様事
例の有無を確認するなど、組織的な対策をお願いします。

改善の実施

•アドバイザー及び当協会への改善報告は必要ありませんが、
安全衛生委員会などでの報告及び改善を実施してください。

•好事例は地方公共団体内の各事業場に水平展開してくださ
い。

第４　作業環境測定士派遣事業について

この事業では、「気温・湿度」、「騒音」、「室内照度」、「化学物質の空気中濃度」など

を、専門家である作業環境測定士が専門機器で測定し、結果を報告します。測定結果

は、事業場ごとに作成する「作業環境測定結果報告書（証明書）」をお送りしますが、こ

の結果を基に改善策等の講義（職場研修）を行うことも可能です。なお、全国の地方公

共団体に広くご利用いただけるよう、同一年度中の利用は１団体につき１回（連続す

る２日間以内で複数の事業場の測定可）とさせていただいています。

１　派遣対象事業場

地方公共団体の職員が直接運営する施設等（地方公務員災害補償法が適用となる

職員が常時勤務している事業所）であれば、業種は問いません。

〇対象業種（測定例）

・事務（一酸化炭素含有率、騒音等）

・上下水道（水質検査等で使用する有機溶剤、特定化学物質等）

・土木現場（粉じん濃度、溶接ヒューム等）

・試験研究機関（有機溶剤、特定化学物質等）

・病院（ホルムアルデヒド、キシレン、エチレンオキシド等）

・清掃（騒音、金属の粉じん濃度等）

２　作業環境測定内容

測定する箇所に応じて最大２日間の行程で実施することができます。測定対象物

質等が異なる複数の事業場での実施も可能です。また、作業環境測定結果の報告と

併せて、90～120分程度の職場研修を行うことも可能です（参考２）。
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参考２　作業環境測定士派遣プラン
Ａプラン 作業環境測定のみ

測定後概ね１か月後に、作業環境測定結果報告書を送付します。

Ｂプラン 作業環境測定、作業環境測定結果報告・研修

測定後１か月以降先の日程で作業環境測定結果報告書をお渡しし、研修

を実施します。研修時間はご希望により 90 分～120 分程度を設定します。

研修テーマは次の①～⑨の中から選択いただけます。

①事務所環境について ②情報機器作業について

③作業環境測定結果の評価と事後措置について

④局所排気装置について ⑤保護具の使い方について

⑥簡易測定器を用いた環境評価について

⑦化学物質のリスクアセスメントについて

⑧騒音について ⑨熱中症対策について

３　作業環境測定士派遣実績

令和６年度は９団体、12事業場に派遣しました。令和３年度の事業開始以来、令

和６年度までに、延べ18団体、22事業場にご利用いただいています（表５）。

※令和３年度（事業初年度）は派遣実績なし

表５　作業環境測定士派遣事業所数
事業所所在地 令和４ 令和５ 令和６ 合計

北海道 1 1
宮城県 1 1 2
山形県 1 1
福島県 1 1 2
茨城県 1 1
栃木県 1 1
埼玉県 1 1
千葉県 1 1
神奈川県 1 1 2
岐阜県 1 1 2
愛知県 1 1
三重県 3 3
兵庫県 2 2
奈良県 2 2

合　計 4 6 12 22
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４　作業環境測定士派遣事業の流れ

⑴　お申し込みから実施前日まで

お問い合わせ

•事前にお電話で測定希望物質と測定場所の数、研修希望の
有無、実施希望時期などをお聞きします。

•詳細が決まっていない場合でもご相談をお受けします。

派遣要請書

提出

•実施希望日の概ね１か月半前までに「派遣要請書」を提出
いただき、派遣する作業環境測定士を調整します。

•測定場所がわかる建物平面図なども提出いただきます。

派遣決定

（通知送付）

•当日の集合場所や時間など詳細を確認した上で、当協会から
実施決定通知をお送りします。

•地方公共団体には通知に記載の実施準備を進めていただきま
す。

⑵　実施当日

作業環境測定と研修（Bプラン）の例

（※Ａプランはここまでとなります。）

集合

•作業環境測定士１～２名、当協会の担当者１名で伺います。

•最寄駅等からの送迎をお願いする場合があります。

事前説明
（15分）

•測定前に作業環境測定士が、事業場の職員が通常業務で行って
いる作業手順等を聞き取り、測定方法等について説明します。

測定

•事業場の職員に実際に作業を進めてもらいながら、測定を行います。

•測定には、機器の準備・片付け等を含め１部屋につき１時間程度
を要します。

まとめ

（15分）

•当日にお伝えできる範囲で測定結果（改善の必要性等）を説明します。

•詳細な分析結果は概ね１か月後に送付する「作業環境測定結果報告
書」をご確認いただきます。
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（※作業環境測定実施日から概ね１か月後に「報告 ･研修」実施）

報告･研修
準備

•研修資料は実施日の５日前までにデータまたは紙でお送りしま
す。参加者に配布する場合は人数分をご用意ください。

•パソコン、プロジェクター等をご準備ください。

報告･研修
当日

•作業環境測定士１名、当協会の担当者１名で伺います。

•作業環境測定結果報告に記載した分析評価や改善方法と、予め
要請いただいたテーマについて研修を実施します。

（注１）�　この事業による作業環境測定を、地方公共団体における法定の作業環境測定とする
ことはできません。

（注２）�　労働安全衛生法施行令第21条第６号の放射線業務を行う作業場のうち、電離放射線
障害防止規則第53条（作業環境測定を行うべき作業場）第２号、第２の２号及び第３号
（放射性物質の濃度に関する測定）には対応しません。

第５　公務災害防止対策アドバイザー派遣事業について

この事業では、過去に死亡災害などの重大な公務災害が発生した事業場や、近年連

続して公務災害が発生している事業場等に労働安全コンサルタントや労働衛生コンサ

ルタントを派遣し、公務災害発生の現場や状況を確認した上で公務災害防止対策をア

ドバイスします。事業場内の職場研修（講義、グループワーク）として活用することも

可能です。なお、全国の地方公共団体に広くご利用いただけるよう、同一年度中の利

用は１団体につき１回とさせていただいています。

１　派遣対象事業場

地方公共団体の職員が直接運営する施設等（地方公務員災害補償法が適用となる

職員が常時勤務している事業所）であれば業種を問わず、以下の要件に該当する場

合に対象となります。

〇対象要件

・過去に死亡災害等重大な公務災害が発生した事業場

・近年連続して公務災害が発生している事業場

・公務災害の発生が危惧されている事業場
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・その他公務災害防止のため専門的なアドバイスを必要としている事業場

２　事業内容

アドバイス（講義等）は、原則として３時間以内とし、ご希望のテーマに応じた災

害発生原因や再発防止策、安全衛生管理の考え方などについて解説します。

特定の分野の専門家など当協会でアドバイザーをご紹介できない場合には、地方

公共団体でお探しいただく必要があります。地方公共団体でお探しいただいた際の

謝金等は、当協会規定の範囲でお支払いいたしますが、規定の金額を超える部分は

地方公共団体のご負担となります。なお、メンタルヘルス対策に関するテーマは対

象外です。

３　公務災害防止対策アドバイザー派遣実績

令和６年度は11団体（11事業場）に派遣しました。令和３年度の事業開始以来、令

和６年度までに、延べ28団体（28事業場）にご利用いただいています（表６）。

表６　公務災害防止対策アドバイザー派遣事業所数
事業所所在地 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 合計

北海道 2 2
岩手県 1 1
埼玉県 2 1 3
東京都 1 1 4 6
神奈川県 1 1 1 3
新潟県 1 1 1 3
長野県 1 1
静岡県 1 1
愛知県 1 1 1 3
京都府 1 1 2
大阪府 1 1
福岡県 1 1
熊本県 1 1

合　計 6 4 7 11 28
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４　公務災害防止対策アドバイザー派遣事業の流れ

お申し込みから実施終了まで

お問い合わせ

•事前にお電話で希望テーマと具体的内容、実施希望時期な
どをお聞きします。

•詳細が決まっていない場合でもご相談をお受けします。

派遣要請書

提出

•実施希望日の概ね２か月前までに「派遣要請書」を提出い
ただき、派遣するアドバイザーを調整します。

派遣決定

（通知送付）

•当日の集合場所や時間など詳細を確認した上で、当協会から
実施決定通知をお送りします。

•地方公共団体には通知に記載の実施準備を進めていただきま
す。

テーマ例

・清掃事業における安全管理

・熱中症予防対策

・学校技能員の公務災害防止対策

・学校給食調理場における公務災害対策

・転倒災害を防ぐために

・リスクマネジメントの基本的な進め方

・ヒヤリ･ハット活動と危険予知トレーニング

・消防職員の安全管理

・学童保育現場での公務災害防止について

・高所作業における災害防止のポイント

事前資料

提出

•実施日の１か月前までに「事前資料」２部（アドバイザー
用、当協会用）を提出していただきます。

公務災害防止対策アドバイザー派遣事業の事前資料一覧

（※未作成のものは提出する必要はありません。）

①最近の災害発生状況（過去３年程度を休業・不休別に）

②安全衛生に対する基本方針

③安全衛生管理計画

④安全衛生管理体制（例規等。事業場における事務分担表に安全衛生に係る役

割が明記されたものでも可）

⑤安全衛生教育の実施状況（種別・対象者・内容・時間・指導者等）

⑥事業場の概要（平面図、案内パンフレット等）

⑦当日のスケジュール

⑧当日参加者の名簿（役職名等）

⑨作業手順書の例（業務内容がわかる資料）
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実施準備

•研修資料は実施日の３日前までにデータまたは紙でお送り
します。参加者に配布する場合は人数分をご用意ください。

•パソコン、プロジェクター等をご準備ください。

実施当日

•アドバイザー１名、当協会の担当者１名で伺います。

•最寄駅等からの送迎をお願いする場合があります。

結果報告

•実施後概ね10日以内に、アドバイスを記載した「結果報告
書」を送付します。

•アドバイスを基に必要に応じて改善を行ってください。

第６　おわりに

地方公共団体で発生、認定された公務災害は増加傾向にあります。公務災害を減ら

すためには、職員一人一人が自分の職場の災害リスクを正しく理解し、不安全な行動

をしないよう常に心掛けて業務に当たることが大切です。当協会が実施する「職場環

境改善アドバイザー派遣事業」、「作業環境測定士派遣事業」、「公務災害防止対策アド

バイザー派遣事業」を継続してご利用いただき、事業場の安全衛生教育の一環として

取り入れていただいている団体もあります。これらの派遣事業は、同一年度中に併用

してご利用いただけますので、職場の状況に合わせてご活用いただき、職場環境改善

の一助としていただければ幸いです。各事業の詳細は、当協会ホームぺージでもご案

内しております。利用方法などの相談を含め、いつでもお気軽にお問い合せください。

当協会は、今後も基金と連携しながら、皆様の公務災害防止に係る取り組みを支援

するため、様々な事業を展開して参りたいと考えております。各地方公共団体の皆様

には、引き続き、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会 調査研究課

電 話：03-3230-2021

Ｅメール：choken@jalsha.or.jp

ホームページ： jalsha
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